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法科⼤学院の教育活動等の質を保証するため、法科
⼤学院を定期的に評価し、教育活動等の状況が評価
基準に適合しているか否かを認定する。（適格認定）

評価結果を各法科⼤学院にフィードバックすることに
より、当該法科⼤学院の教育活動等の改善に役⽴てる。

法科⼤学院の活動について、広く国⺠の理解と⽀持が
得られるよう⽀援・促進していくために、法科⼤学院
の教育活動等の状況を明らかにし、それを社会に⽰す。
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１ ⼤学評価・学位授与機構が⾏う法科⼤学院
認証評価の⽬的

（１）評価基準に基づく評価
（２）教育活動を中⼼とした評価
（３）各法科⼤学院の個性の伸⻑に資する評価
（４）⾃⼰評価に基づく評価
（５）ピア・レビューを中⼼とした評価
（６）透明性の⾼い開かれた評価
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２ ⼤学評価・学位授与機構が⾏う評価の
基本的な⽅針
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３ 評価の実施体制
法科⼤学院認証評価委員会

運営連絡会議

評価部会

「実施⽅針」等基本的事項の審議・評価結果の審議、決定 等

評価部会相互間の調整 等

対象法科⼤学院ごとの調査(書⾯調査・訪問調査)
の実施、評価報告書原案を作成 等

専⾨部会
特定の専⾨事項を調査 等

機構による評価に関する説明会及び法科⼤学院の⾃⼰評価
担当者等に対する研修等の実施（6⽉〜7⽉）

評価の申請及び受付(9⽉末)

⾃⼰評価書の提出（6⽉末）

評価結果(案)の通知(1⽉末)

意⾒の申⽴ての⼿続(2⽉)

評価結果の確定(3⽉)
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当該法科⼤学院を置く
⼤学に通知

⽂部科学⼤⾂に報告

広く社会に公表

４ 評価の実施⽅法等
法科⼤学院認証評価スケジュール
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（１）本評価
（２）追評価
（３）予備評価

※評価の受審時期（５年以内ごと）
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５ 評価の種類

〇【法科⼤学院年次報告書・法科⼤学院対応状況報告書作成要領】
について
評価実施後の法科⼤学院における教育活動の質を確保するために提出
を求める報告書類の作成⽅法等について解説した冊⼦

①法科⼤学院年次報告書
［対象］ 機構の評価を受けたすべての法科⼤学院
［内容］ 重点基準の状況を報告

②法科⼤学院対応状況報告書
［対象］機構から適格認定を受けた法科⼤学院で満たしていない

とされた基準があるもの
［内容］基準を満たしておらず、「是正を要する点」と指摘された

事項の対応状況を報告

National Institution for Academic
Degrees and University Evaluation

６ 評価実施後の法科⼤学院における教育
活動等の質の確保




